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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２７年６月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２６年９月２２日 １１時００分ごろ 

発生場所 北海道苫前
とままえ

町苫前港西北西方沖 

 苫前港北防波堤灯台から真方位２９０°１４.８海里付近 

 （概位 北緯４４°２４.１４′ 東経１４１°１９.７７′） 

インシデント調査の経過  平成２７年２月２３日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（函館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 宝
ほう

福
ふく

丸、１４トン 

 ＨＫ２－２３０４１（漁船登録番号）、有限会社久一 

 １８.７６ｍ（Lr）×４.６５ｍ×１.５６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５６９kＷ、平成２０年６月２２日 

 第２００－３８３７７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成２年２月２日 

  免許証交付日 平成２６年９月２２日 

         （平成３２年２月１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、苫前港西北西方沖で操業中、平

成２６年９月２２日０９時３０分ごろ、主機が異音を発し、回転数が

不安定になったので、操業を中止して帰航し始めたところ、１１時０

０分ごろ主機が停止し、始動できなくなったので、僚船にえい
．．

航され

て苫前港に帰った。 

 主機は、機関整備業者が開放点検したところ、潤滑油量が正常範囲

内であったものの、油受内の潤滑油及び潤滑油系統内にスラッジ等の

異物が混じっており、全シリンダライナ、ピストン及びクランクピン

軸受が焼き付いていることが判明した。 

 主機は、費用及び操業時期を考慮し、修理を行わず、換装された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.０～２.０ｍ 
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 その他の事項  本船は、月平均１３回程度の日帰り操業を行い、主機については、

年間平均１,０００時間前後使用され、平成２６年９月１４日に潤滑

油の全量（約７０ℓ）及び潤滑油こし器フィルタの交換を実施してい

たが、ピストン抜出し整備及び油受内の掃除は、新造後から実施され

たことがなかった。 

 主機は、油受内の潤滑油が、回転するクランクアームによりはねか
．．．

け
．
注油され、シリンダライナ及びピストンの摺動

しゅうどう

部の潤滑が行われ

るほか、直結潤滑油ポンプで吸引加圧され、潤滑油のこし器及び冷却

器を経て、潤滑油主管から各主軸受に流れ込み、クランク軸の工作穴

を通って各シリンダのクランクピン軸受、連接棒を経由し、ピストン

ピンの潤滑及びピストンの冷却を行った後、油受に戻って循環するよ

うになっていた。 

 主機は、本インシデント発生時、運転中の潤滑油圧力の異常を示す

油圧低下警報のランプの点灯等はなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、苫前港西北西方沖で主機を運転して操業中、潤滑油の全量

交換に併せて主機油受内の掃除が実施されていなかったことから、油

受内で発生して除去されずに滞留していたスラッジ等の異物が潤滑油

と共に同油系統内を循環し、各部の潤滑が阻害されてピストン及びク

ランクピン軸受が焼き付き、主機の運転ができなくなり、運航不能と

なったものと考えられる。 

 主機は、硬質カーボン等の燃焼生成物が含まれる燃焼ガスが油受側

に漏えい
．．

（ブローバイ）して油受内の潤滑油に混入したことから、同

油内にスラッジ等の異物が発生するようになったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、苫前港西北西方沖で主機を運転して操

業中、潤滑油の全量交換に併せて主機油受内の掃除が実施されていな

かったため、油受内で発生して除去されずに滞留していたスラッジ等

の異物が潤滑油と共に同油系統内を循環し、各部の潤滑が阻害されて

ピストン及びクランクピン軸受が焼き付き、主機の運転ができなくな

ったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・主機は、潤滑油の全量交換に併せて、油受内の掃除を実施するこ

とが望ましい。 

 

 


